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研究要旨：本研究では、成人期における健康診断や検診について、法的根拠がある視点で

現状をまとめた。職域では労働安全衛生法を根拠法として、事業者が実施主体となる各種法

定健診、医療確保法において実施主体が医療保険者であり義務として実施される特定健康

診査、健康増進法において、市町村が努力義務として実施される各種検診がある。事業主に

課せられている定期健康診断と特定健康診査については、その項目について整合性が取ら

れており、情報の交換が可能であるが、市町村における各種検診については、受検の情報は

事業主、医療健康保険者とは連携が取られていないことから、成人期の健康管理については

PHR などで連携が取られる必要がある。 

 

研究協力者 

深井航太 東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 講師 

古屋佑子 東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 助教 

 

 

A．研究目的 

職域における労働者の健康診断は、企業

の健康管理の基本として位置づけられてい

る。しかし、諸外国を見るとかなり特殊な制

度である。 

諸外国では、有害業務に従事する場合に

対して、健診あるいは検診が実施されるが、

一般労働者においての健診義務は日本に特

徴的である。 

本研究では、成人期に実施されている法

的な根拠として実施される健診、検診につ

いて現状をまとめた。 

 

B．調査方法 

各法令に記述されている内容をまとめた 

 

C．研究結果 

１）労働安全衛生法に関する健康診査 

労働安全衛生関係法令に基づく健康診断の

概要について表１に示す。労働安全衛生法

第 66 条第１項に規定されている。 

① 雇入時健康診断 

② 定期健康診断 

③ 特定業務従事者健康診断 

④ 海外派遣労働者健康診断 

⑤ 給食従業員健康診断 
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⑥ 歯科医師による健康診断 

 

尚、この健康診断項目及び省略についての

詳細は、 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-

roudoukyoku/var/rev0/0118/7874/2017159

2525.pdf 

に記述されている。 

基本的な項目は、 

1. 自覚症状･他覚症状の

有無  

2. 身長、体重、腹囲、視

力、聴力(オージオメー

ターによる 1,000Hz ･

4,000Hz)の検査 

3. 胸部Ｘ線検査(間接撮

影)、喀痰検査 

4.  血圧の測定 
5. 貧血(赤血球数、血色素量) 
6.  肝機能検査(GOT､GPT､γ 
-GPT) 
７．血中脂質検査(LDL コレステロール、
HDL コレステロール、血清トリグリセライ
ド) 
8. 血糖検査 
9. 尿検査(尿中の糖･蛋白の 
有無) 
10. (安静時)心電図検査 
 

医師が必要でないと判断した際に省略でき

る方の条件 

1)身長の検査    

20歳以上の方 

2)胸囲の検査  

①40歳未満の方（35 歳の方は除く） 

②妊娠中の方、または妊娠中でないが腹囲

に内臓脂肪の蓄積がないと診断された方さ

れた者 

③BMIが 20未満である方 

④BMIが 22未満の方で、 

自分で腹囲を測定して測定値を申告した方 

3)胸部エックス線の検査 40歳未満の方で、

以下の次の条件に当てはまらない方 

①20歳、25歳、30歳及び 35歳の方 

②感染症法で結核の定期健康診断の対象に

指定されている施設などで働いている方 

③じん肺法で 3 年に 1 回、じん肺健康診断

の対象になっている方 

4)喀痰検査  

①胸部エックス線検査を省略された方 

②胸部エックス線検査で、病変の発見され

ない方や結核の発病のおそれがないと医師

に診断された方 

5) 貧血、肝機能、血中脂質,血糖、 

６）心電図の検査 40歳未満の方（35歳の方

は除く） 

注）診断項目の省略は、個々の労働者につい

て、健康状態の経時的な変化や自覚症状・他

覚症状等を勘案しながら判断する。 

法定健康診断については、事後措置が

法定上求められる(安衛法第 66 条の 4、5)

図１尚、50人以上の事業所では、所定の用

紙に基づき有所見者数を所轄の労働基準監

督署に速やかに届け出る。 

 

２）特殊健康診断（表２） 

特殊健康診断については、労働安全衛生法

第 66 条第 2、第 3 項に定められている

健康診断及びじん肺法第 3条に定められて

いる健康診断である。 

• 高気圧業務健康診断 

• 放射線業務健康診断 
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• 特定化学物質健康診

断 

• 石綿健康診断 

• 鉛健康診断 

• 四アルキル鉛健康診

断 

• 有機溶剤等健康診断 

が法定で定められている。 

全ての詳細な項目については、以下のサイ

トにまとめられている。 

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-

roudoukyoku/content/contents/001307741

.pdf 

現時点では、一次健診と二次健診の検査項

目が全て法律で決められている。 

３）指導勧奨による特殊健康診断 

29業務に該当する健康診断が推奨されてい

る（表３）。 

詳細は、 

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-

roudoukyoku/content/contents/000568141

.pdfに記述されている。 

現時点（2023 年 4月時点）で、化学物質に

関しては、自律的管理に移行することが決

定されており、今後これらの健康診断項目

についても変更される可能性がある。 

 

２．特定健康診査・特定保健指導 

詳細な実施要項については、特定健康診査・

特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き

（第 4 版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/1240000

0/001081774.pdf に詳細に記されている。 

健康保険組合加入者のうち特定健康診査の

実施年度中に 40～74 歳となる者（実施年

度中に 75 歳になる 75 歳未満の者も含む）

で、かつ当該実施年度の１年間を通じて加

入している者（年度途中での加入・脱退等異

動のない）を対象とする。 

検査項目は、 

既往歴の調査 服薬歴及び喫煙習慣の状況
に係る調査（質問票*1）を含む 
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 理学
的検査（身体診察） 
身長、体重及び腹囲の検査腹囲の測定は、厚
生労働大臣が定める基準（BMI が 20 未満
の者、もしくは BMI が 22 ㎏/㎡未満で自
ら腹囲を測定し、その値を申告した者）に基
づき、医師が必要でないと認める時は、省略
*2 可 
腹囲の測定に代えて、内臓脂肪面積の測定
でも可 
BMI の測定 
血圧の測定 
肝機能検査 
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ
（AST（GOT）) 
アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT
（GPT）) 
ガンマグルタミルトランスフェラーゼ（γ
－GT） 
血中脂質検査・空腹時中性脂肪（血清トリグ
リセライド）の量、やむを得ない場合は随時
中性脂肪の量 
高比重リポ蛋白コレステロール（HDL コ
レステロール）の量 
低比重リポ蛋白コレステロール（LDL コレ
ステロール）の量 
空 腹 時 中 性 脂 肪 又 は 随 時 中 性 脂 肪 が 
400mg/dl 以上又は食後採血の場 
合、LDL コレステロールに代えて、Non-
HDL コレステロールの測定でも可 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001081774.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001081774.pdf
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血糖検査  空腹時血糖又はヘモグロビン 
A1c （HbA1ｃ）、やむを得ない場合は随時血 
糖*4 
尿検査 尿中の糖及び蛋白の有無 
 

尚、医師の判断により受診しなければなら

ない項目（詳細な健診の項目）は、貧血検

査・心電図検査・眼底検査・血清クレアチニ

ン検査（eGFR による腎機能の評価を含む）

の４項目となる。実施する場合は、医師は当

該項目を実施する理由を保険者に明らかに

しなければならないことから、健診結果デ

ータにその理由を明記し、判断した医師名

を付記の上でデータを送付する。また、受診

者に対して実施時に十分な説明を行う。と

されている。 

 この検査結果により、層別化が行われ、情

報提供、動機付け支援、積極的支援が実施さ

れ実績評価（行動計画作成の日から３ヶ月

以上経過後に行う評価）を行う 

 これらの結果については、高齢者の医療

の確保に関する法律による保険者の前期高

齢者交付金等の算定に関する省令（平成 19 

年厚生労働省令第 140 号）第 44 条第２項

に基づき、保険者は当該年度の翌年度の 11 

月１日までに支払基金又は国保連合会に対

し報告しなければならない。 

３）健康増進法による検診 

第４条の２ 法第 19 条の２の厚生労働省

令で定める事業は、次の各号に掲げるもの

とする。 

第２回健康診査等専門委員会 （平成 28年 2

月 19日）健康診査にかかる法令・通知 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-

Shingikai-10601000-

Daijinkanboukouseikagakuka-

Kouseikagakuka/0000104587_3.pdf 

を参照 

① 歯周疾患検診 

② 骨粗鬆症検診 

③ 肝炎ウイルス検診 

④40 歳以上 74 歳以下の者であって高齢

者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年

法律第 80 号）第 20 条の特定健康診査の

対象とならない者（特定健康診査及び特定

保健指導の実施に関する基準第１条第１項

の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

（平成 20 年厚生労働省告示第３号）に規

定する者を除く。次号において「特定健康診

査非対象者」という。）及び 75 歳以上の者

であって同法第 51 条第１号又は第２号に

規定する者に対する健康診査 

④  特定健康診査非対象者に対する

保健指導 

⑤  がん検診 

 

D.考察 

日本において、労働者に対しては、労働安全

衛生法によって、特定健康診査との整合性

を取りながら、健康診断の項目が決められ

ており、その対象疾患は、動脈硬化性疾患と

としての、脳・心疾患であり、その事後措置

として就業上の配慮をもって健康障害の予

防を図っている。一方で、特定健康診査は、

メタボリック症候群を対象として、同じく

動脈硬化性疾患の予防を個人レベルでの行

動変容を通じて実施している。 

  労働者における健康課題については、

現状では、メタボリック症候群に起因する

脳・心血管系の予防を第一として、有害業務

に従事する労働者については個別の健康予

防策が取られている。ただ、これらの健診と

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000104587_3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000104587_3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000104587_3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000104587_3.pdf
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その事後措置、あるいは、特定保健指導がど

の程度の予防効果があるのかについてまだ、

実証されていない点で、法律で健診を義務

化している現状について効果が示されるべ

きであると思われる。 

また、労働者には特有の有害業務があ

る場合については、その曝露物質毎に詳細

な健診項目が設定されている。しかし、現在

進行中の化学物質の自律的管理についての

方向性が示す通り、作業現場では多種多様

な物質の取り扱いが行われ、高濃度単一曝

露の時代から、低濃度複数曝露の時代へと

変わろうとしている。従って、発生する健康

障害について、一対一にて予見できること

は困難な時代がきている。これらの物質に

ついては、個人の私生活における飲酒や喫

煙との相互作用も考える必要があることか

ら、一概に健診項目を設定できることは困

難かもしれない。そして、これらの有害物に

関しての標的臓器や疾患については、神経

毒以外については、概ね遅発性の疾患の悪

性腫瘍（がん）が重要な疾患となる。 

一般の 40 才以上で死因の第一である悪

性新生物（がん）については、健康増進法を

根拠として市町村が主体となり実施されて

いる。このように、職域でのがん予防やがん

検診に関する取り組みについて明らかに、

法体系からもいびつな形態がとられている。 

特に、がん検診の結果については、医療保

険者や事業主（産業保健職）との連携は取ら

れておらず、正確な受診率や精査率の把握

も困難な状況になっている。 

がん検診については、他の分担研究者か

らの報告があると思われるが、この点につ

いて職域との連携が、PHR等の ITの技術で

情報共有されることが望まれる。 

 

E．研究発表 

なし 

 

F．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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図１ 法定的健康診断の事後措置の流れ（図、東京労働局） 

 （https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-

roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/ae-kensingaiyou.html）より 

 

 

 

 

 

 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/ae-kensingaiyou.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/ae-kensingaiyou.html


404 
 

 



405 
 

 

表１ 労働安全衛生関係法令に基づく健康診断の概要 

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000676086.pdf 

 

表２ 特殊健診の項目 

https://drive.google.com/file/d/1T6KLNTIJX9mMNEIp2SF1vUZqw_61LCsu/view?usp=share

_link 

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000676086.pdf
https://drive.google.com/file/d/1T6KLNTIJX9mMNEIp2SF1vUZqw_61LCsu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1T6KLNTIJX9mMNEIp2SF1vUZqw_61LCsu/view?usp=share_link
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https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000568141.pdf 

表３ 指導勧奨による特殊健康診断 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000568141.pdf

